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平成 t6年f2月22日判決言渡
同 日 判 決 原 本 領 収
裁判所書記官田中誰之�

平成1 5年体）第4056号 債務不存在確認本訴請求。保証債務履行反訴請求控訴

事件（原審・静岡地方裁判所掛川支部平成1 2年(?)第1 4号（本訴），平成1 4年

防第8号（反訴））

平成1 6年7月2 6日口頭弁論終結

判 決
• .... ■ •• 

静岡県

控 訴 人

静岡県責 '
-(• 

ヽ．．．ー-- II 
訴 人
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静岡県!

控 訴 人

3 名訴訟代理人弁護士

東京都 I

被 控 訴 人

代表者代表取締役

訴訟代理人弁護士

.. 

; :,__ 

ぷ．

名 倉

株式会社

実 徳

主 ・ 文

1 原判決中，控訴人らの敗訴部分を取り消す。

2 控訴人らと被控訴人との間における，以下の契約に基づく控訴人らの

被控訴人に対する債務がいずれも存在しないことを確認する。

(1)控訴人．．．．こついて，平成1 1年3月1 2日付け連帯根保証契

約（主債務者有限会社_, 根保証限度額 200 万円）に基づく

支払債務

(2) 控訴)1..-について，平成 1 1 年 4月22日付け連帯根保証

契約（主債務者有限会社．．．．，根保証限度額 200 万円）に基づ
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く支払債務

(3)_控訴�について，平成1 1年9月2 1日付け連帯根保証契

約（主債務者有限会ネ,_, 根保証限度額500万円）に基づく

支払債務

3 被控訴人の反訴請求をいずれも棄却する。

4 訴訟費用は，第1, 2審とも被控訴人の負担とする。

事実及び理由

第 1 控訴の趣旨

主文と同旨

第2 事案の概要

1 本件事案の概要は，原判決を次のとおり改め，当審における当事者双方の主

張として2及び3のとおり加えるほかは，原判決「事実及び理由」欄中の「第

2 事案の概要」に記載のとおりであるから，これを引用する。

(1)原判決3頁8行目の「貸金業の」から同頁9行目の「主張して」までを削

り，同頁1 1行目の次に，行を改めて，以下のとおり加える。

「なお，被控訴人は，当審において，控訴}-に対する従前の請求金

額500万円を225万7669円に減縮するとともに，貸金業の規制等に

関する法律43条1項の適用に関する主張をすべて撤回した。」

(2)同6頁23行目の「原告．． 」を「控訴人．． ＇と訂正し，同 7 頁7行目

から同1 1頁1 2行目までを削り，同頁1 3行目の「(3) 争点3Jを「(2)

争点2」に，同頁26行目の「4月5日」を「4月4日」に，同1 2頁1行

目の「同月 6 日」を「同月 5 日」に，それぞれ改める。

(3) 同1 2頁3行目の「(4)争点4」を「(3) 争点3」に，同頁1 2行目の「(5)

争点5」を「(4)争点4」に，それぞれ改め，同頁20行目の次に行を

改めて，以下のとおり
・

加える。

「(5) 争点5 (被控訴人の反訴請求金額）
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（被控訴人の主張）

被控訴人が-から返済を受けt 金員の っち，利息制限法所定

の制限利率を超える額を元本に組み入れて計算するならば，残元本額

は本判決添付別紙「顧客取引明細」のとおり， 2·2 5万7 6 6 9円に

なる（なお，同表 1 枚目 24 番の「約定金額」は，同 7 番， 9 番ない

し1 1番の貸付けの残元本額をまとめたものであり，同25番の「約

定金額」は，同 22番， 2 3番の貸付けの残元本額をまとめたもので

ある。また，同表27 段， 28 段の「入金額j 欄の各200 万円は，

各「計算期間」欄の日に弁済されたものであり，同表29段の「入金

額」欄の1 5 0万円は平成1 2年5月9日に弁済されたものである。）。

（控訴人らの主張）

ーが被控訴人に返済した金員について，利息制限法所定の制

限利率を超える額を元本に組み入れて計算するならば，残元本額は本

判決添付別紙「利息制限法による計算書」のとおり， 1 6 3万0 3 1 

0 円である。」

2 当審における控訴人らの主張

(1)根保証契約は，その法律関係が一般に理解されているものではなく，また，

本件各根保証契約時に立ち会った被控訴人担当者は，控訴人らに対し，根保

征について特に説明を加えなかった。そのため，控訴人らとしては，契約時

に一こ貸し付けられた金額（控訴人．．，同．．においては各 2 0 0

万円，控訴人．． においては 300 万円）についてだけ，通常の連帯保証を

するとの認識であった。

したがって，控訴人らの本件各根保証契約のための意思表示は，要素に錯

誤があり，無効であることは明らかであり，また，控訴人らが錯誤に至った

ことについて，控訴人らに重大な過失はない。

(2)仮に，(1)のとおり本件各根保証契約が無効であることに伴い，控訴人らに
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通常の連帯保証契約の限度で責任があるとしても，

ア 控訴人．．及び同．．の連帯保証債務については，前記引用に係る原判

決摘示の控訴人ら主張のとおり，その後支払済みである。

イ 控訴人．． の連帯保証債務については，平成1 2年4月4日，保証人・'

ーから200万円，同月5日，保証人-から200万円，同年

5月9日，手形により1 5 0万円が支払われたが，完済には至っていない。

しかしながら，上記連帯保証に係る被控訴人の一に対する3 0 0

万円の貸付けは，貸付けと同時に元利金298万0250円が返済された

ものとされ，新たな金員が交付されないものであった。控訴人.'±, こ

のような事情を知っていたならば，上記連帯保証をしなかったはずである

から，同控訴人の上記連帯保証契約締結の意思表示は，錯誤により無効で

ある。

3 当審における被控訴人の主張

本件各根保証契約について，控訴人らに要素の錯誤はない。控訴人らの主張

する通常の保証であるとの認識は，法律行為の要素の錯誤には当たらず，動機

に関する錯誤である。

また，要素の錯誤に当たるとしても，控訴人らには重大な過失があった。

第3 当裁判所の判断

1 控訴人・について（争点1及び2)

(1) 甲第2号証の1ないし5, 第1 1号証，乙第1, 第2, 第6, 第7, 第4

1号証，原審証人．．．．．，同．．．．の各証言及び原審における控訴人

一本人尋問の結果によると，次の事実が認められる。

ア 控訴人．． に本件第1根保証契約締結日である平成1 1年3月1 2日

当時，自営により電気製品の製造業を営んでいたが，以前勤めていた会社

におい--cllllの部下であったことから，同人との交流がその後も続いてい

た。
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ィ．．は，平成1 1年3月ころ，控訴人．． ＇こ対し,•--j 被控訴人

から200万円を借り入れる予定であることを述べ，その保証人となるこ

とを依頼した。控訴人．． は，当初難色を示したが，．．から， 「 5月の

連休までには200万円を返済する予定である。」等として強く要請され

たため，結局それに応じることとした。

ウ 控訴人．．は，同月1 2日,_の事務所に赴き-被控訴人

の従業員である-(以下「一という。）の立会の下に，以下の

とおり各書面を作成した。

(7) 「債務弁済契約証書（債務弁済公正証書作成嘱託委任状）」（甲第2

号証の1)

同書面には「債務元本 金2,000, 000円也」と記載されてい

た。

控訴人．． ま，その連帯保証人欄に署名，押印をした。

（イ） 「手形割引・金銭消費貸借契約等継続取引に関する承諾書並びに限度

付根保証承諾書」（甲第2号証の3, 乙第6号証）

同書面には，根保証限度額，根保証期間を記載する欄（「平成年

月 日から5年間」）があり，それに続いて， 「根保証の範囲 本根保

証契約締結日現在主債務者が貴社に対して既に負担している債務及び，

上記根保証期間に発生する債務。尚，利息・損害金は上記限度額を超え

て支払う。」との文言が印刷されていた。

控訴人■■は，同書面の連帯保証人欄に署名，押印するとともに，根

保証限度額欄に「金弐百萬円」，「¥2, 000, 000円」，根保証期

間を記載する欄に 「平成1 1年3月1 2日」とそれぞれ数字を記入し，

更に最下欄の枠内に「上記根保証金額及び契約内容について承諾致し

ました ．．．． 」と記載した。

（ウ） 「連帯根保証及び重要事項確認書」（甲第2号証の4, 乙第7号証）
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同書面には， 「貸付残高 金壱千五百萬円也」，「根保証限度額金弐

百萬円也」の記載があり， 「根保証について」との表題の下に，根保証

の説明がイラストとともに記載されていた。

控訴人-ま，同書面の連帯保証人欄に署名，押印するとともに， 「保

証期限」欄に平成1 6年3月1 1日と記入した。

国 「根抵当権設定契約証書兼不動産登記法第3 2条承諾書」（甲第2号

証の 5)

控訴人．． はその「連帯保証人（根抵当権設定者）」欄に署名，押

印をした。

工 しかしながら，．控訴人．．こよる上記各書面の記載は，すべて小木の一

方的な指示によるものであり，同控訴人としては，その指示のままに次々

と記入し，署名，押印を繰り返したものである。

また，控訴人-ま，それまでに根保証契約を締結した経験がなく，根

保証についての知識を有していなかった。更に，控訴人-�'i, 当日，．

・から根保証の法的性質，極度額の意義等について，十分な説明を受ける

ことがなかった。

そのため，控訴人・としては，．．から記載を指示された事項につい

て，その法的効果等に特に注意を払うことなく記載したものであり，その

際，同控訴人としては， ．． から当初依頼を受けたとおり，．．．．が被

控訴人から今回借り受ける 200 万円について，通常の連帯保証をする意

思であった。

(2) これに対し，．． は，乙第 4 1 号証及び原審における証人尋問中において，・

控訴人．． ＇に対し，根保証について本件契約前及び契約当日に十分な説明し

た旨述べるが，これを否定する原審における控訴人．．の供述内容に照らし，

容易には採用し難い。また，．も，原審における証人尋問中において，．

.� 控訴人-�対し根保証について説明したかのような供述をするが，．
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·自身も，契約当日において，根保証について理解しないままであったとも

述べているところに照らすと一の面前で．．から上記のような理解可能

な読明がなされたものとは認め難い。

(3) 以上の(1)の各事実に加え，根保証ないし保証債務極度額等の用語は，一定

以上の法律知識を有している者でなければ了解しにくい概念であり，一般人

においては，その内容につき十分な説明を受けることなく，単に説朋ないし

条項を読んだだけでは正確に理解し難いものと考えられること等をも考慮す

るならば，控訴人．．は，．．の指示に従い，本件第1根保証契約について

上記(1)ウの各書面を作成したものの，根保証自体について理解を欠いていた

以上，上記各書面を作成することにより，極度額を200万円とする根保証

契約を締結する意思を有していたものとは認め難いといわざるを得ない。

そして，根保証契約においては，根保証であるか否かが契約の重要な部分，

すなわち要素に当たることが明らかであるから，本件第1根保証契約につい

ての控訴人．．の意思表示は，200万円を被担保債権とする通常の連帯保

証を超える根保証部分については，錯誤により無効であるといわざるを得な
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(4) そして，上記(3)のど�t:1り，根保証自体が一般に理解されにくい態様の保証

であること等を考慮するならば，控訴人．．の上記錯誤については，同控訴

人に重大な過失があったとまでは認めることができないというべきである。

(5) そうすると，控訴人．．においては，本件第1 根保証契約について通常の

連帯保証の限度で責任を負うべきことになるが，被控訴人が，上記のとおり

平成1 1年3月1 2町． ．．．．に貸し付けた200万円自体については，

それが既に弁済されたものであることは被控訴人の自認するところである

（本判決添付別紙「顧客取引明細」3 0頁）。

(6) 以上によると，被控訴人の控訴人．． ＇こ対する本件第 1 根保証契約に基づ

＜請求は，理由がないものというべきことになる。

- 7 - 東 京 高 等 裁判所
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2 控訴人・■について（争点1及び2)

(1) 甲第4号証の1ないし5, 第1 1号証，乙第3'第4, 第8, 第9号証，

原審証人．．．．．の証言及び原審における控訴人-本人尋問の結

果によると，次の事実が認められる。

ア 控訴人••は本件第2根保証契約締結日である平成1 1年4月22日

当時，アルミ製品の加工の下請けを行っていたが，かつて．．．．の部品

製造の下請けにも従事したことがあった。

イ 上記の関係があったことから,.ま，平成1 1年4月ころ，控訴人・＇

·に対し，．．．．が被控訴人から200万円を借り入れる予定であるこ

とを述べ，その保証人となることを依頼した。控訴人．． も，当初は難色

を示したが，．． 枷ら， 「すぐに返済し，迷惑を掛けない。」等として何

度も要請されたため，それに応じることとした。

ウ 控訴人．．は，同月22日午後9時ころ，-の事務所に赴き，．

重被控訴人の従業員の立会の下に，以下のとおり各書面を作成した。な

お，当時，控訴人．．は， 市議会議員選挙の候補者の応援活動にも従

事していたため，その途中で抜け出してきたものであった。

(7) 「債務弁済契約証書（債務弁済公正証書作成嘱託委任状）」（甲第4

号証の1)

同書面には「債務元本 金2, 000, 000円也」と記載されてい

た。

控訴人．．比その連帯保証人欄に署名，押印をした。

（イ） 「手形割引。金銭消費貸借契約等継続取引に関する承諾書並びに限度

付根保証承諾書」（甲第4号証の3, 乙第8号証）

同書面には，根保証限度額，根保証期間を記載する欄（「平成年

月 日から5年間」）があり，それに続いて， 「根保証の範囲．本根保

証契約締結日現在主債務者が貴社に対して既に負担している債務及び，
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上記根保証期間に発生する債務。尚，利息。損害金は上記限度額を超え

て支払う。」との文言が印刷されていた。

控訴人．．は同書面の連帯保証人欄に署名，押印するとともに，根

保証限度額欄に「金弐百萬円也」， 「 ¥2, 000, 000円」，根保証

期間を記載する欄に 「平成1 1年4月22日」とそれぞれ数字を配入し，

更に，最下欄の枠内に「上記根保証金額及び契約内容について承諾致し

ました．．．．．」と記載した。

（ウ） 「連帯根保証及び重要事項確認書」（甲第4号証の4, 乙第9 号証）

同書面には， 「貸付残高 金壱千六百萬円也」， 「根保証限度額金弐

百萬円也」の記載があり， 「 根保証について」との表題の下に，根保証

の説明がイラストとともに記載されていた。

控訴人．．は同書面の連帯保証人欄に署名，押印するとともに， 「保

証期限」柵に平成1 6年4月2 1日と記入した。

国 「根抵当権設定契約証書兼不動産登記法第3 2条承諾書」（甲第4号

証の5)

控訴人．． は，その「連帯保証人（根抵当権設定者）」欄に署名，押

印をした。

工 しかしながら，控訴人-は，前記のとおり，選挙運動に従事していた

ため急いでいたことから，被控訴人従業員から根保証等についての税明を

全く受けることなく，契約書等の内容も読まずに，同従業員の指示に従っ

て上記各書面に次々と記入し，署名，押印を行った上， 5分程で同所を辞

去した。なお，その際被控訴人従業員から渡された本件契約についての·

書類も持ち帰ることなく，.に預けたままとした。

また，控訴人．．においても，それまでに根保証契約を締結した経験が

なく，根保証についての知識も何ら有していなかったこともあって，保証

の対象は， ．． から依頼を受けたとおり,_が被控訴人から今回借
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り受ける 200 万円であると考え，それを連帯保証する意思であった。

(2) 以上の各事実に加え，前記 1 (3)のとおり，根保証自体が一般に理解されて

いない概念であること等をも考慮するならば，控訴人．．も，上記各書面を

作成するに当たり，極度額を 200万円とする根保証契約を締結する意思を

有したものとは認め難いところである。

したがって，本件第2根保証契約についての控訴人一の意思表示も， 2 

00万円を被担保債権とする通常の連帯保証を超える根保証部分について

は，錯誤により無効であるといわざるを得ない。

(3) そして，上記(2)のとおり，根保証自体が一般に理解されにくい態様の保証

であること等を考慮するならば，控訴人．．の上記錯誤についても，同控訴

人に重大な過失があったとまでは認めることができないというべきである。

(4) そうすると，控訴人．． ＇においても，本件第 2 根保証契約について通常の

連帯保証の限度で責任を負うべきことになるが，被控訴人が，上記のとおり

平成 1 1 年 4 月 22 日し� に貸し付けた 200 万円自体についても，

それが既に弁済されたものであることは，被控訴人の自詔するところである

（本判決添付別紙「顧客取引明細」3 1頁）。

(5) 以上によると，被控訴人の控訴人．． ＇に対する本件第 2根保証契約に基づ

＜請求も，理由がないとい・うべきである。

3 控訴人．．こついて（争点 1 及び 3)

(1) 甲第3号証の1ないし5, 第1 1号証，乙第5, 第1 0, 第1 1, 第4 1

号証，原審証人�証言及び原審における控訴人-4-人尋問

の結果によると，次の事実が認められる。・

ア 控訴人.は本件第3根保証契約締結日である平成1 1年9月2 1日

当時，個人で電気工事業を営んでいた。

ィ ーは，平成 1 1年 9 月ころ，控訴人●から控訴人．．の紹介を受け

た上，控訴人．． ＇こ対し，-が被控訴人から運転資金 3 0 0万円を

- 10— 東京 高 等裁判 所
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借り入れることについて保証人となることを依頼し，その承諾を得た。

ウ 控訴人-fま，同月2 1日， ．． ＇とともに被控訴人 営業所に赴き，

以下のとおり各書面を作成した。

m 「債務弁済契約証書 ・ （債務弁済公正証書作成嘱託委任状）」（阻第3

号証の1)

同書面には「債務元本 金3, 000, 000円也」と記載されてい

た。

控訴人．．は，その連帯保証人欄に署名，押印をした。

（イ） 「手形額引・金銭消費貸借契約等継続取引に関する承諾書並びに限度

付根保証承諾書」（甲第3号証の3'乙第1 0号証）

同書面には，根保証限度額，根保証期間を記載する欄（「平成年

月 日から5年間」）があり， それに続いて， 「根保証の範囲 本根保

証契約締結日現在主債務者が貴社に対して既に負担している債務及び，

上記根保証期間に発生する債務。尚，利息 。 損害金は上記限度額を超え

て支払う。」との文言が印刷されていた。

控訴人_'1, 同書面の連帯保証人欄に署名，押印するとともに，根

保証限度額欄に「金五百萬円也」，「¥5, 000, 000円」，根保証

期間を記載する欄に「平成1 1年9月2 1日」とそれぞれ数字を記入し，

更に，最下欄の枠内に「上記根保証金額及び契約内容について承諾いた

しましたo •-」と記載した。

（ウ） 「連帯根保証及び重要事項確認書」（甲第3号証の4_, 乙第1 1号証）

同書面には， 「貸付残高 金弐肝参百萬円也」， 「根保証限度額金五

百萬円也」の記載があり， 「根保証について」との表題の下に，根保証

の説明がイラストとともに記載されていた。

控訴人・.士，同書面の連帯保証人欄に署名，押印するとともに，「保

証期限」欄に平成1 6年9月20日と記入した。

- 11— 東 京 高 等 裁判 所



p:) 「根抵当権設定契約証書兼不動産登記法第3 2条承諾書」（甲第3号

証の 5)

控訴人．． ま，その「連帯保証人（根抵当権設定者）J欄に署名，押

印をした。

工 控訴人．．による上記各書面の記載も，被控訴人担当者の指示によりな

されたものであり，同控訴人としては， その指示のとおり記入し，署名，

押印を行った。

また，控訴人-も，それまでに根保証契約を締結した経験がなく，根

保証についての知識を有していなかったが，当日，契約書の文章を鼠んで，

根保証の意義についておおよその見当を付けるに至った。しかしながら，

具体的に「根」保証とはどういうものかなお不明であり，被控訴人担当者

からも根保証についての具体的な説明がなかった上， 控訴人．． ＇が， 上記

の 500 万円の趣旨及び根保証期間とされた「 5 年間」について，被控訴

人担当者に質問したところ， 「·■が返済するので， 控訴人・・＇には関係

がない。」との回答であった。したがって， 控訴人-としても，上記ウ

の各書面における 「根保証限度額 500 万円」について， 同控訴人が具体

的な法的責任を負うものとは認識せず， 保証の対象は,_が今回借

り受ける 300 万円であり，それを通常の連帯保証するものと理解した。

(2) 以上の各事実に加え，前記1 (3)のとおり，根保証自体が一般に理解しにく

い概念であること等をも考慮するならば， 控訴人．． ＇こおいても，上記各書

面を作成するに当たり，極度額を 500 万円とする根保証契約を締結する意

思を有していたものとは認め難いところである。

したがって， 本件第 3 根保証契約についての控訴,,Allt7:>意思表示も， 3

0 0 万円を被担保債権とする通常の連帯保証を超える根保証部分について

は，錯誤により無効であるといわざるを得ない。

(3) そして， 上記(2)のとおり，根保証自体が 一般に理解されにくい態様の保証
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であること等を考慮するならば，控訴人-の上記錯誤についても，同控訴

人に重大な過失があったとまでは認めることができないというべきである。

(4) 更に，乙第30号証及び原審証人-の証言によると,_ま，

上記の平成1 i年9月2 1日，被控訴人から300万円を借り受ける形を取

ったが， うち299万0250円は従前の借入金及び利息の返済とされ，実

際�.、一に交付された金員はほとんどなかったことが認められる。

そうすると，本件第3根保証契約については，上記(2)のとおり，被担保債

権額を300万円とする通常の連帯保証としての限度において効力を有する

としても，主債務者である．．．．において現実に金員を取得することがな

かったとするならば，運転資金としての借入れのため保証した控訴Alliの

意に反することは明らかであり，同控訴人の上記保証の意思表示には要素の

錯誤があったものといわざるを得ない。

そうであれば，本件第3根保証契約についての控訴人．．の意思表示は，

いずれにしても錯誤により無委かであるというべきである。

(5) したがって，被控訴人の控訴人．．に対する本件第3根保証契約に基づく

請求も，理由がないものといわざるを得ない。

第4 結論

以上によると，控訴人らの本訴請求は，いずれも理由があるから認容し，被

控訴人の反訴請求はいずれも理由がないから棄却すべきである。

よって，控訴人らの被控訴人に対する本訴請求を棄却し，被控訴人の反訴請

求を一部認容した原判決は不当であり，本件控訴は理由があるから，原判決中

控訴人らの敗訴部分を取り消し，控訴人らの請求をいずれも認容するとともに，

被控訴人の反訴請求を棄却することとし，訴訟費用の負担について民事訴訟法

6 7条2項，6 1条を適用して，主文のとおり判決する。

東京高等裁判所第五民事部
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顧客取引明細（表題部）

顧客コー朽 - 有限会埠．．．． 巨·
顧 客 名： ※このシー トは表紙です、個別の引き直し結果を契約番号毎に入力し全体が判るようにします。

1

\
(（．'
 

．

、

J
( 

No. 契約番号 約定金額 入金額 計算期間 日数 年率 利息損害金 未収額 元金充当 残元本額 適用
1 435651 1,000,000 1,297,500 H9.9.24 ~ H10 .8 .5 310 ゜ 111,692 ゜ 1,185,808 ---185,·8-―08 • 一ー. - - 一，ーー ・·-·· .'" '. 一 ' ,..... '"● , .. -·-� —, . .. -.... -
2 439852 1,000,000 1,29-2,4. 00 H9.9.30 ~ H10.8.5 304 ゜ . 109,84. 1 .. ゜ - 1,182,5- 59 ---182,559 ... ,,, ___ .... , —---·-· 一 L"'--•• •'—- ·---. - ．． � 
3 456 160 1,000,000 1,262,350 H9.10.31 ~ H10. 8.5 273 ゜ 99,180 ゜ . .  _ 1,163,1 70 ー16.3,170 . ... .. . . - - ---- --, • = 

4 475211 1,000,000 - 1,-229,200 H9 .12.5 ~ H10.8 .5 238 ゜ 86 ,972 ゜ -- 1,142,228 ·- -142,228 ．． --. ------·- ·-- . 疇___ .. _,,_,, ... - ·. 一"... . _, __ , .... 一
5 514179 1,000,000 1,032,900 H10.1.31 ~ H10.3 .5 34 ゜ - - 13,512 . ゜ .. .. 1,0. 19 ,3一8-8― -19,388 .. , ●',.,_, ---··-·-- ... __ ,.. ー'"...'疇,.,,__ --· 一••一.... ---· -- - --
6 531587 2,000,000 2,290 ,000 H10.3 .5 ~ .~ . - H

H
1
1

D
2

.
.
8

1
.
.
5 
5 

148 ゜ 109,204 ゜ . .  2,—1· 80,796 一180,79 6ー'"'. . .. 一・'......- -·-, -—.. -- ··-· —.,. 
7 544970 500,000 607,347 H10.3.31 646 ゜ 107,347 ゜ 500,000 ゜ー- . '- ·"ー・.,.,.ー-� ..... 一ー・ー ・ 一 — """ ー ・ - -------· . 瓢,,. .  .. .... .. ー·--· .. 一·-- --
8 573174 1,000,000 1-,07—8,550 • H10.5.11 ~ H10.8.5 81 ゜ 28,184 ゜ 1,� 050一�, 366 戸一 -50,36 6 • 一 ．． ． -―-..... "' ー・-·
， 591397 - - 500,000 598,540 H10.6.8 ~ H12.1.5 577 ゜ 98,540 ゜ 50- 0-,· 000 ゜·--- .. -· —.. 一 . ..__ .'"● ● , ，ー，．．．釦""..'"""' ... .. 一 ' . -- --

10 605238 3,000,000 3,577,707 H10.6.25 ~ H12.1.5 560 ゜ 577,707 ゜ . -3,000, 000 ・ ゜-··... ー・·-·--·----· -—•一�-'' '- --- ------· ー・・
11 674028 ..8. ,一0•�•0•一0,000 9,454,810 H10.7.31 ~ H12.1.5 524 ゜ 1,454,810 ゜ ．．．8ー,・000,一00・ 0 ゜- . 

776546 
••一··---·--馳-―••一， ··- -- . . . 

1 2 2, 000,000 2,1 59,300 H10.10.6 ~ H11.1.5 72 ゜ 52,024 ゜ ．．ヽ2• •,一1・07,27・ 6 -107,276 ...... .._ ---- ー ・ •• - ,- - • "'■ 胃●●"•--·- --· "一...―-....... 一，＿，
13 899087 1,•0•一00,000 1,082,750 H10.12.1 6 ~ H11.3.12 87 ゜ --- 33、130 ゜ ••一1—•,ー049, 6・一20 -49,620 ... , __ ,,, ,., .. - . 一.. 一 —. . ........ __ 
14 923429 1 ,• 000,000� . 1,094,100 H11 .1.6 ~ H11.4.15 100 ゜ 37,774 ゜ • .1. ,-056,·3· 2··6 - ··- -

-56,32 6 '"'"' ー・-疇,,,一- - - . "" _____ ,., ■ 9ー., .... 

15 1017219 - 2, .0. . 00,000 · 2 ,096,040 H11.3.12 ~ H11.5.5 55 ゜ 42,762 ゜ - 2,. 053,27. 8 -53,278 -·"'●●''―... - ---- - ·  . · -- ・・9一・·---.. ·--- •ー ・一
16 1059734 2,000,000 2,064,400 H11.4.22 ~ H1 1.6.5 32 ゜ 9, 6 20 ゜ - -2- ,054,-7- 8...0 . -5·-4- ,780 ' ·- --............ ー····--.. --·-·-·-"―--'" ...'--· ． ... 
17 1070236 2·,-000.. ,000 2,04 6 ,900 H11.4.30 ~ H11.7.5 24 ゜ -30,892 0 - 2,0. .77. ,7. 92 • -77,7 92 

18 1091677 5-,00-0· 一,000 5,401,200 H11.5.24 ~ H11.9.21 121 ゜ 186,466 ゜ • ー 5,_、.. 214,7. 34 . ー. -21. 4,734 . --―.... - -·-- -· 一9●●一...一—·----·● "● ·--· 一______,.. —·--·· 一一' ,._ 
19 1 148363 -- 3-,5·· 00,000 3,803,72ー5 H11.7.9 ~ H11.10.5 89 ゜ 121,6 23 ゜ 3,• 682一,'10·2- . ·- ー182, 102-.,''"'',, ● ·--·--.. .. ,,. —·- .. .  ,. ......... -·-―----· 一.,.......... . ー・ ... , ... ―-·-- ー ・ ー·-
20 1177700 2,000,000 2,279,664 H11.7.31 ~ H12.2.8 193 ゜ 124,596 ゜ 2,1• 5—-5-,·06. ー8· · - - -155,068 ―---·-- ....' •一,... _. '—., .. ,. .. ___ ■ 一-■■----··-- .. ·- ----
21 1227353 ー 3,00 ー0,・000 550,800 H11.9.21 ~ H12.4.5 198 ゜ 231,094 ゜ -· —•一•319,706 •― -2,660,294 

■ ' '''"ー··--··--·- . --·---·---" ,. 一
22 1245599 ·-·4,000. ,000 4,194,575 ー・ H1 1.10.5 ~ H12.2.5 124 ゜ 194,575 0 . . . 4 .00-0 ' . 0-0··0 · ゜ー・ ' " ' ' ,,, .. ._ .. , .. ,. _________ ,. __ -·-·- ... --■- -· '"'"L- L-" 0 

23 1293046 '·-1,500,000 1,518,686 H12.1.5 ~ H12.2.5 32 ゜ 1 8,686 ゜ --
-

1
1-
-,,2
5

6

0

0

0,
,-

0

19
0.. 
-

—4 
0 

-
· ゜

- • —____ , ●—...... ,,_ ,_, 
24 1316728 .. 一7,．．943,479 1,546,175 H12.1.5 ~ H12.4.5 92 ゜ 285,981 ゜ 6,683,285 ー ・

H12.2
.
..5

. .  
� H12.4.5 

... 一•● ー・' ' ' ■ 
ー・ ". 

25 13275 6 0  -·- 5. 一,191 ,011 5,104,650 48 ゜ 80,86 6 ゜ - 5,023. ,7-84" 167,227 ... ---·--· —·- -·- ．． - --

—· ' . . -·- - -·· ー・
2,000,000 H12.04 .05 ゜ 2,000,000 -2,000,000 •一·―.., ____ ,. ___ - -- ■ •••• • � 一• ・・�．．．．．．一
2,000,000 H12.04.05 ゜ 2-,0-・0---0,000 -2,000,000 ●●— .. 一一 •一 ・・ _ .... 疇........,' 
1,500,000 H12.04.06 H12.05.09 34 30.00% 102,154 . 1,3-97,846 □ 1,397,84 6 

� 

� - - ．． 
H12.05.10 H15.07.10 1157 30.00% 2,146,950 

... . - 疇•一,,_.. _,_ .... '. . —• 一•一'..一9一，·-· ' --. . 

••• 一ー·· ··-·--·-. - .... 
' . ..''•、 ■--·-■ ■■ , "● " --· 

l—-�- - --

-- ー ·
9囀·- ..... 一•一 —•一 ・・"一 ＇• 一ー... .. ... .. .. 一・

- . ー ・・一 • •  —. ... -- .. , .. """ ... , ·�-

.. - ... —.. ●‘―● 9 ● 

___ ,,,,., ___ ,, ● -· —"-· 一 ー・� -... -.... -·- - ___ , .,  

-- . ' ■ ··--·.. —, ' --·-·. 一・9 ● ●''.. - -- . ·---- ·--- ------ -·-・�. -- .. ·---

一 -· " . 一',__—-- 亀皐ー・"'■'·- ...... - ........ . -- -- -

ー ・ . .. .... - ---· ―’’―.... -- - - . ... _____ , 一 ，•一••一一 - - — . . 
●● "'一・・曹ー一·- -·..· - --· -- -· ● ● 9● ●● ● , -�·-■- ••• • ―______ ., ____ .. 一 ー・'''.,.�......... -· .  ー・疇• •• 一 ・會_,. ,4 ____ • 一___,.,,, ヽ..—.,., ___ 

．． __ , — ·· ---·- -----. - - ·- .. , .. 一 ---· ー・・＿＿， •，—.. -..... ___ ,., __ ,. - --- '" ,, __ ,, 一9■·--·- .' - • ー-�· ■ 9● ●'". ·- _ .. _ -· 一■ ---· ■ ... • .. .. -,-·.. -· ―-·· 一ー・

- . ー・ 0·- -�-- M -- - .. ,,-.--•··----- - .. ●● ’’ • 一··-··--·-- -.. —●● .. .... 疇.. •·- ... , ■ ,.,. 一•一 - -----0400... •• M ... 0 ー....一.....____一＇ -· 一，"一•一9■' ·- - .... 

... - _,. .... -- .. -- ... -- '...。.. --- ·--·- --· . 一●，．， ー', . """', .. ● ,,,, ,,_ -· ·- ●●●● ●● ～ー・— •一ー・伽ー----- ---·· ●●●蝙●

. . . . 一 .. . -�.. ____ ., --阜....... - -· ― ........ ---―...... .... ----- -·''--·-- - -- ···- ー ， •—... —.... ... -·-· ー・' - -· —. --- ■■, 直,.... �- --·'" -',�--- ,, __ .. 

--·.. .. - -·-·. .., __鴫．．． .. ··- - -·--...... トー—______, - -- -● ·- . .. ·- .. ..... —ー・·-- .... .... —. . 一• ..... _, 鵬•一-·---■■-- 幽. -•····--- . . 一 .. ·- .... - .. -�.... .. .. .... -- .. —●● - -

ー• --·- · -- -· 一·- _____ ,., _____ , • .·· 一- .. ー...... · -····· ー..一 •• --- -- 響 . .  -·. . . ·-· ー・- -.. ·- -- .. . ... . .. . . ··-� 一.- --·· 

合計 62,134,490 64,164,269 6.434,399 0 59,876,821 2,257,669 

個別の取引明細は省略
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利息制限法による計算書
(4:1)ー
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取引日 借入額 返済額 日数 利率発生利息 利息 元金 来払利息元金

H9.9.24 1,000,000 ゜ 1,000.000 
H9.9.24 67.750 ゜ 15 ゜ 67.750 ゜ 932,250 
H9.9.30 1,000,000 6 15 2雪298 2.298 2.298 1.932.250 
H9.9.30 62,650 ゜ 15 ゜ 2,298 60,352 ゜ 1,871,898 

HR10_31 1,000,000 31 15 23,847 23,847 23,847 2,871.898 
H9.10.31 62.650 ゜ 15 ゜ 23.847 38.803 2,833.095 

H9.12.5 60.100 35 15 40,749 40.749 19.351 2,813.744 
H9.12.5 1.000.000 ゜ 15 ゜ ゜ ゜ ゜ 3,813.744 
H9.12.5 59,, 150 ゜ 15 ゜ ゜ 59.150 3,754.594 

·:: H10.1 .5 90.150 31 15 47,832 47,832 42.318 3,712,276 
-, H10.1.31 1,000,000 25 15 38,139 38.139 38.139 4,712,276 

ぐ H10.1.31 32,900 ゜ 15 ゜ 32.900 ゜ ゜ 4.712,276 
108.800 99.118 H10.2.5 5 15 9.682 9,682 4.613,158 

H10.3.5 2.000,000 28 15 53,082 saoa2 53.082 6.613,158 
H10.3.5 65.100 ゜ 15 0. 53,082 12.018 6.601.140 
H10.3.6 1.120.200 1 15 2,712 2.712 1.117.488 5,483,652 

H10.3.31 500.000 25 15 56.338 56.338 56.338 5.983.652

H10.3.31 31,325 ゜ 15 ゜ 56.338 5�983.652 

H10.4.3 17�.700 3 15 7.377 7.377 167,323 5,816.329 

H10.5.6 180.400 33 15. 78,878 78.878 101,522 5,714.807 

H10.5.11 1.000.000 5 15 11.742 11.742 ·11.742 6.714.807

H10.5.11 5_4,400 ゜ 15 ゜ 11.742 42,658 6.672.149 

H10.6.5 189,250 25 15 68.549 68,549 120.701 6,551.448 

H10.6.8 500,000 3 15 8,077 8.077 8,077 7.051.448 

H10.6.8 27.725 ゜ 15 ゜ 8.077 18,648 7.031,800 

H10.6.25 3,000,000 17 15 49,126 49.126 49,126 10.031.800 

H10r6.25 124.900 ゜ 15 ゜ 49.126 75,774 9.956.026 

H10.7.6 300.000 11 15 45.006 45.006 254,994 9.701.032 

H10.7.31 6.884.075 25 15 99,668 99.668 6.784.407 2.916.625 

H10.7.31 8,000,000 ゜ 15 ゜ ゜ ゜ 0 10,916.625 

H10.7.31 517.200 ゜ 15 ゜ 0 517.200 10.399.425 

H10.8.5 120,000 5 15 21,368 21.368 98.632 10.300,793 

H10.8.7 3,000 2 15 8.466 8,466 5,466 10.300.793 

H10.9.7 130.000 31 15 131,229 136.695 6.695 10,300.793 

H10.10.6 2,000,000 29 15 122.762 129.457 129.457 12,300.793 

H10.10.6 118.800 ゜ i5 ゜ 129,457 10,657 12,300,793 
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H10.10.7 345,100 1 15 5.055 15.712 329.388 11,971.405 
H10.11.5 350,000 29 15 142,672 142.672 207,328 11,764,071 
H10.12.7 450,000 32 15 154,705 154.705 295,295 11,468,782 

H10.12.16 1 _LQ_00,000 ， 15 42.418 42.418 957.582 10,511,200 
H10.12 .16 1.000.000 ゜ 15 ゜ ゜ ゜ ゜ 11,511.200 
H10.12.16 75.800 ゜ 15 ゜ ゜ 75.800 11.435 400 

H11.1.5 1,000,000 20 15 93,989 93.989 906.011 10.529.389 
H11.1.6 1.000.000 1 15 4.327 4.327 4.327 11 529,389 
H11.1.6 84�200 ゜ 15 ゜ 4.327 79,873 11.449,516 

H11.1.19 320.000 13 15 61.168 61.168 258,832 11,190,684 

H11.2.16 350,000 28 15 128,769 128.769 221.231 10,969.453 
H11.3.5 332.000 17 15 76,635 76.635 255,365 10.71�.088 

H11.3.12 2.000,000 7 15 30.821 3Q,821 30,821 12,714.088 

H11.3.12 10Br100 ゜ 15 ゜ 30,821 77.279 12,636,809 

)'H11.3.12 1,006,150 ゜ 1"5 ゜ 0 1,006.150 11,630,659 
：ヽ

H11.4.5 350,000 24 15 114,713 114,713 235,287 11,395,372 
、_.

H11.4.15 1.000,000 10 15 46.830 46.830 953.170 10.442.202 
·こ

H11.4.15 2Q,OOO ゜ 15 ゜ ゜ 20.000 10.42-2.202 

H11.4F22 2,000.-000 7 15 29.981 29.981 29.981 12.422.202 

H11.4.22 l!_0.100 ゜ 15 ゜ 29,981 60,119 12.362.083 

H11.4.23 977,740 1 15 5、080 5,080 972.660 11.389.423 

H11.4.30 2.000.000 7 15 32,764 32.764 32,764 13.389.423 

H11.4.30 129.300 ゜ 15 0. 32.764 96.536 13.292.887 

H11.5.6 1,Q_OO�OOO 6 15 32.776 32.776 967.-2-24 12.325.663 
- -

H11.5.6 361.200 ゜ 15 ゜ 0 361,200 11.964.463 

H11.5.24 5,000.000 18 15 88,5-04 88.504 88.504 16.964.46S 

H11.5.24 353,500 ゜ 15 ゜ 88.504 264,996 16.699.467 

H11.5.24 3.891.900 ゜ 15 ゜ O 3.891,900 12,807,567 

H11.6.10 350,000 17 15 89,477 89,477 260,523 12,547,044 

H11.7.9 3.500.000 29 15 149.533 149,533 149,533 16,047,044 

H11.7.9 2017675 ゜ 15 0 149,533 52,142 15,994,902 

H11.7.9 2,795.275 ゜ 15 ゜ 0 2,795.275 13.199,627 

H11.7.31 2.000.000 22 15 119.339 119,339 119,339 15.199,627 

H11.7.31 187,300 ゜ 15 0 119,339 67.961 15.131,666 

H11.7.31 436,425 ゜ 15 ゜ 0 436.425 14,695,241 

H11.9.21 3.000,000 52 15 314,035 314,035 314,035 17.695.241 

H11.9.21 126.600 ゜ 15 0 314,035 187,435 17,695.241 

H11.9.21 2.990.250 ゜ 15 0 187,435 2,802.815 14,89Z426 

H11.10.5 3.786,400 14 15 85.682 85,682 3.790t718 11.191,708 

H11.10.5 4.000.000 ゜ 15 ゜ ゜ ゜ 0 15.191.708 

H11.10.5 213,600 ゜ 15 ゜ 0 213,600 14,978,108 
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H11.10.15 74.800 10 15 61,553 61,553 13.247 14,964,861 
H11.11.8 995.300 24 15 147.598 147.598 847,702 14,117,159 
H11.12.7 1,047.175 29 15 168.245 i 68.245 878.930 13,238.229 

H11.12.10 41,067 3 15 16.321 16,321 24,746 1.3.213.483 
H12.1.5 46,952 26 15 141.185 141,185 94,233 13.213.483 
H12J.5 1.500.000 ゜ 15 ゜ 9§.233 94,233 14.713.483 

H12.1.5 79,050 ゜ 15 ゜ 94.233 15.183 14.713.483 

H12.1.6 1,032曹050 1 15 6.046 21,229 1,010.821 13,702.662 

H12.2.4 30,000 29 15 163.305 163.305 133,305 13.702.662 

H12.2.8 988.375 4 15 22.524 155,829 832,546 12.870.116 

H12.3.7 1.002.000 28 15 148,094 148.094 853,906 12,016,210 

H12.3.10 50,000 3 15 14,814 14,814 35.186 11.981.024 

H12.3.10 40.000 ゜ 15 ゜ ゜ 40.000 11,941,024 

'H12.3.23 4.954.500 13 15 63.794 63.794 4.890J06 7.050.318 
.•, 

H12.4.4 2,0_00,000 12 15 34.768 34,768 1.965,232 5,085,086 
. •• 

＇ H12.4.5 2yooo.ooo 1 15 2.089 2.089 1,997,911 3.087.175 
， 

H12.5.9 1,500,000 34 15 43.135 43.135 1,456,865 1.630.310 

49,000,000 51,149,109 不足金
借入総額

ー一
逗済総額
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これは正本である。

平成1 6年1 2月2 2日
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東京高等裁判所第五民事部

裁判所書記官 田 中 雅
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